
 

掲 示 第 １１６ 号 

 

神戸港において本邦と外国との間を往来する船舶

と陸地との間の交通又は貨物の積卸を行う場合に

経なければならない場所を指定する掲示 
 

 

 

 関税法（昭和２９年法律第６１号）第２４条第１項の規定に基づき、神戸港において本邦と外国

との間を往来する船舶（以下「船舶」という。）と陸地との間の交通又は貨物の積卸を行う場合に経

なければならない場所を次のように指定し、同法施行令（昭和２９年政令第１５０号）第２２条第

１項の規定により公告する。 

 

第１ 旅客、船員及びその他の交通者 

外 国 往 来 船 交 通 経 由 場 所 

 新港突堤及び新港東埠頭並びに

三井桟橋の維けい船 

Ｐ岸壁、Ｒ岸壁、Ｕ岸壁からＺ岸壁までについては、各維けい岸

壁。 

Ｏ岸壁、Ｑ岸壁、Ｓ岸壁、Ｔ岸壁、三井桟橋については、各施設

の施設管理者が岸壁に維けい中の本船と交通すべき場所として設

置した出入口。 

 ポートアイランドコンテナ第１

３号岸壁からコンテナ第１８号岸

壁まで、Ｄ岸壁からＫ岸壁まで、Ｍ

岸壁、Ｒ岸壁からＴ岸壁まで、ライ

ナー第１号岸壁からライナー第１

５号岸壁までの維けい船 

各施設の施設管理者が岸壁に維けい中の本船と交通すべき場所

として設置した出入口。 

 中突堤Ｂ岸壁及びＣ岸壁維けい

船 

施設の施設管理者が岸壁に維けい中の本船と交通すべき場所と

して設置した出入口。 

 兵庫埠頭維けい船 

Ａ岸壁からＨ岸壁については、各維けい岸壁。 

Ｉ岸壁からＫ岸壁については、施設管理者が岸壁に維けい中の本

船と交通すべき場所として設置した出入口。 

 川崎重工業㈱神戸工場構内岸壁

維けい船及び川崎重工業㈱神戸工

場の船きょに入きょ中の船舶 

川崎重工業㈱神戸工場 正門及び同第２号門並びに同第４号門。 

 三菱重工業㈱神戸造船所構内岸

壁維けい船及び三菱重工業㈱神戸

造船所の船きょに入きょ中の船舶 

三菱重工業㈱神戸造船所 正門及び同第２門並びに同第４門。 

 摩耶埠頭維けい船 

Ｆ岸壁からＨ岸壁については、各維けい岸壁。 

Ａ岸壁からＥ岸壁及びＩ岸壁、Ｊ岸壁については、施設管理者が

岸壁に維けい中の本船と交通すべき場所として設置した出入口。 

 六甲アイランドＢ岸壁からＭ岸

壁まで、Ｐ岸壁からＺ岸壁まで、Ｗ

－１岸壁、コンテナ第２号岸壁か

らコンテナ第７号岸壁まで、ライ

ナー第１号岸壁及びライナー第２

号岸壁の維けい船 

各施設の施設管理者が岸壁に維けい中の本船と交通すべき場所

として設置した出入口。 



 

 東部一工区㈱神戸製鋼所神戸線

条工場岸壁維けい船 
㈱神戸製鋼所神戸線条工場が岸壁に維けい中の本船と交通すべ

き場所として設置した出入口。 

 東部二工区ティー・エム・ターミ

ナル㈱神戸事業所桟橋、昭和産業

㈱神戸工場桟橋、東灘トーメンサ

イロ㈱桟橋、㈱上組六甲サイロ桟

橋の維けい船 

各施設の施設管理者が岸壁に維けい中の本船と交通すべき場所

として設置した出入口。 

 東部三工区植田製油㈱荷役用け

い留施設、阪神サイロ㈱桟橋、日本

ポート産業㈱桟橋、ＪＦＥライフ

㈱東部岸壁の維けい船 

各施設の施設管理者が岸壁に維けい中の本船と交通すべき場所

として設置した出入口。 

 東部四工区甲南埠頭㈱岸壁の維

けい船 

甲南埠頭㈱が岸壁に維けい中の本船と交通すべき場所として設

置した出入口。 

 西部地区セントラル・タンクタ

ーミナル㈱神戸事業所桟橋の維け

い船 

セントラル・タンクターミナル㈱神戸事業所が岸壁に維けい中の

本船と交通すべき場所として設置した出入口。 

 上記各欄に維けい若しくは入き

ょ中の船舶又は上記各欄以外の維

けい若しくは入きょ中の船舶 

メリケン波止場通船発着場岸壁。 

 

第２ 貨物の積卸を行う場合の経由場所 

１．指定保税地域 

２．指定保税地域以外の保税地域にあっては、当該保税地域前面の岸壁又は物揚場。ただし、当該保税

地域に出し入れされる貨物に限る。 

３．三井桟橋 

４．㈱神戸製鋼所神戸線条工場岸壁、ティー・エム・ターミナル㈱神戸事業所桟橋、昭和産業㈱神戸工

場桟橋、東灘トーメンサイロ㈱桟橋、㈱上組六甲サイロ桟橋、植田製油㈱荷役用けい留施設、阪神サ

イロ㈱桟橋、日本ポート産業㈱桟橋、ＪＦＥライフ㈱東部岸壁、甲南埠頭㈱岸壁、セントラル・タン

クターミナル㈱神戸事業所桟橋、川崎重工業㈱神戸工場構内岸壁及び同船きょ並びに三菱重工業㈱

神戸造船所構内岸壁及び同船きょ。ただし、当該岸壁等に維けい又は船きょに入きょ中の船舶に積

卸される船用品、携帯品及び託送品に限る。 

５．上記各号以外の外国往来船を維けいする岸壁又は桟橋。ただし、当該岸壁又は桟橋に維けいされ

た船舶に積卸される船用品に限る。 

６．メリケン波止場及び中突堤。ただし、船用品、携帯品及び託送品に限る。 

７．兵庫埠頭（西側）－３．６ｍ物揚場。ただし、船用品に限る。 

 

 

 

 


